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高齢者施設における非常災害時の体制整備について 

                                                               H29.3 栃木県保健福祉部高齢対策課 

 

１ 国の対応 

平成28年8月31日、岩手県岩泉町の認知症高齢者グループホームにおいて、台風10号による水害によ

り9人の利用者が亡くなるという痛ましい被害が発生しました。 

この被害が発生した一因として、施設が市町村から発令される避難準備情報の意味を正しく理解してい

なかったことや、水害に対処するための具体的な計画を策定していなかったことなどが指摘されています。 

このことを受けて、厚生労働省から以下のとおり通知が発出されました。 

 

(1) 介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について（平成

28年9月9日付 老総発0909第1号、老高発0909第1号、老振発0909第1号、老老発0909第1号 

厚生労働省老健局総務課長、高齢者支援課長、振興課長、老人保健課長連名通知） 

 

  (2) 介護保険施設等における非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施の点検及び指導・助言につい   

て（平成29年1月31日付 老総発0131第 1号、老高発0131第 1号、老振発0131第 1号、老老発

0131第1号 厚生労働省老健局総務課長、高齢者支援課長、振興課長、老人保健課長連名通知） 

   

  ※上記の通知については、栃木県ホームページにて掲載しております。 

   【掲載ページ】 

   URL: http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/husuigai-sakuseirei.html 
   ホーム > 福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ（お知らせ） > 高齢者施設における風水   

害対策計画の作成例について 

 

２ 「高齢者施設における風水害対策計画【作成例】」の作成（栃木県の対応） 

(1) 作成の目的 

支援が必要な多くの高齢者を預かる高齢者施設（注）では、地震や火災、風水害（水害、台風、竜巻等

風害、雪害）などへの備えが重要です。 
県内の多くの高齢者施設においては、既に前述の災害に係る対策計画または対策マニュアルが作成さ

れていますが、一部には内容が不十分なところもあります。 
そのため、県においては、現時点において記載が必要と考えられる事項を盛り込み、各施設において新

たに災害対策計画を作成する際や既存計画の見直しの際に、自らの施設の実情に適合したより良い計画

を作成してもらうため、高齢者施設が立地条件等の実態に応じた風水害対策計画を策定する上で必要な

事項を記載した作成例を作成しました。 
 

注．この作成例の対象となる高齢者施設は、下表のうち県所管の施設です。 

市町村所管の高齢者施設については、この作成例を参考としていただき、実際には市町村からの指導に従ってください。 
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●高齢者施設一覧 

1 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

2 介護老人保健施設 

3 介護療養型医療施設 

4 養護老人ホーム 

5 軽費老人ホーム（ケアハウスを含む） 

6 有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものを含む） 

7 認知症対応型共同生活介護 

8 小規模多機能型居宅介護 

9 看護小規模多機能型居宅介護 

10 短期入所生活介護 

11 （地域密着型）通所介護 

12 療養通所介護 

13 通所リハビリテーション（医療みなしを含む） 

14 認知症対応型通所介護 

 

 

(2) 「高齢者施設における風水害対策計画」作成上の留意点 

① この作成例は、次の条例等に規定されている非常災害対策を具体化するものです。 
 「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例」（平成25年3月11日栃木県条

例第13号）第9条 

 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」（平成 25 年 3

月11日栃木県条例第14号）第110条 

など 
 

② この作成例は、災害の予防や被災時の円滑な対応のために定めることが望ましいと思われる一般的

事項を記載したものです。このため、個々の施設等においては、施設等や地域の実情を踏まえ、自

らの施設等に応じた計画を作成することとなります。 
 
③ この作成例では、風水害対策計画を単独で作成する形式を採用していますが、地震や火災の対策計

画と一元化して作成することも可能ですので、個々の施設等に適した形を採用することになります。 
 また、対策計画の作成に当たっては、地元市町の関係課や消防・警察などの考え・意見を踏まえた

ものになります。 
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３ 「高齢者施設における風水害対策計画【作成例】」のホームページへの掲載 

  作成例は、栃木県ホームページに掲載しています。作成例は随時内容を更新する考えです。適宜御確認

ください。 

  【掲載ページ】 

  URL: http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/husuigai-sakuseirei.html 
  ホーム > 福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ（お知らせ） > 高齢者施設における風水

害対策計画の作成例について 

 



老 総 発 ０ １ ３ １ 第 １ 号 

老 高 発 ０ １ ３ １ 第 １ 号 

老 振 発 ０ １ ３ １ 第 １ 号 

老 老 発 ０ １ ３ １ 第 １ 号 

平 成 ２ ９ 年 １月 ３ １ 日 

 

各  都道府県 介護保険主管部（局）長 殿  

 

                         厚生労働省老健局総 務 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

                                          高 齢 者 支 援 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

                                          振 興 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

                                          老 人 保 健 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

介護保険施設等における非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施の 

点検及び指導・助言について 

 

 

 平成 28 年８月 31 日に、岩手県下閉伊郡岩泉町の認知症高齢者グループホームにお

いて、台風第 10 号に伴う暴風及び豪雨による災害発生により多数の利用者が亡くなる

という痛ましい被害がありました。 

 介護保険施設等は、自力避難困難な方も多く利用されていることから、介護保険施設

等においては、利用者の安全を確保するため、水害・土砂災害を含む各種災害に備え

た十分な対策を講じる必要があり、「介護保険施設等における利用者の安全確保及び

非常災害時の体制整備の強化・徹底について」（平成 28 年９月９日老総発 0909 第１号、

老高発 0909 第１号、老振発 0909 第１号、老老発 0909 第１号）に基づき、介護保険施

設等の非常災害対策に万全を期するよう、指導をお願いしたところです。 



 同通知では、都道府県・市区町村が、管内の介護保険施設等の水害・土砂災害を含

む非常災害時の計画の策定状況や避難訓練の実施状況（実施時期等）を点検し、計

画が策定されていない場合や避難訓練が実施されていない場合は管内の介護保険施

設等に対し指導・助言を行い、その結果について都道府県・市区町村ごとに把握し、厚

生労働省に対し報告していただくようお願いさせていただいたところです。 

 これに基づき、貴職におかれましては、貴管内の市区町村に対し、市区町村が指定し

た介護保険施設等の計画の策定状況・避難訓練の実施状況を点検し、必要に応じ指

導・助言を行い、その結果について貴職宛て報告するよう求めるとともに、貴職の指定に

係る介護保険施設等における非常災害時の計画の策定状況、避難訓練の実施状況

の現状を点検し、必要に応じ指導・助言を行い、その結果及び市区町村から受けた報

告をとりまとめ、当省に報告していただきたく、具体的には下記の方法により実施いたし

ますので、ご協力をお願いいたします。 

 

 なお、本通知につきましては、内閣府や消防庁等関係省庁及び省内関係部局と協議

済みであることを申し添えます。 

 

記  

１．点検項目 

 

（非常災害対策計画の策定状況） 

①  水害・土砂災害を含む地域の実情に応じた非常災害対策計画が策定されているか。 

② ①で策定されている非常災害対策計画に以下の項目がそれぞれ含まれているか。 

・介護保険施設等の立地条件 

・災害に関する情報の入手方法 

・災害時の連絡先及び通信手段の確認 

・避難を開始する時期、判断基準 

・避難場所 

・避難経路 

・避難方法 

・災害時の人員体制、指揮系統 

・関係機関との連携体制 

 



（避難訓練の実施状況） 

①  平成 28年内に水害・土砂災害の場合を含む地域の実情に応じた災害に係る避難訓練

が実施されたか。 

②  ①がされていない場合、平成 28年度内に実施する予定はあるか。 

 

※ 策定すべき非常災害対策計画の内容について 

火災・地震に関する計画に加え、今般の事案において風水害による甚大な被害が生じたこ

とを踏まえ、また、昨今の気象状況から台風や風害に関する被害はどの地域でも起こりうると

考えられることから、それぞれの施設の属する地域・地形などを考慮し、起こりうる災害に対し

網羅的に対応できているかについて確認すること。なお、起こりうる災害の範囲について疑義

が存在する場合には、消防及び防災部局と協議のうえ、決定すること。 

 

２．点検対象とする施設・サービス 

① 介護老人福祉施設（地域密着型を含む。） ② 介護老人保健施設 ③ 介護療養型医療施

設 

④ 養護老人ホーム ⑤ 軽費老人ホーム ⑥ 有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅

の登録を受けているものを含む。） 

⑦ 認知症対応型共同生活介護 ⑧ 小規模多機能型居宅介護 

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 ⑩ 短期入所生活介護 

⑪ 通所介護（地域密着型（療養通所介護を除く。）を含む。また、通所介護事業所の設備を利用

した夜間及び深夜の通所介護以外のサービス（宿泊サービス）を含む。） 

⑫ 療養通所介護  

⑬ 通所リハビリテーション（介護保険法第 71条による居宅サービスに係る第 41条第１項本文の

指定を受けた事業所を含む。）  

⑭ 認知症対応型通所介護（認知症対応型通所介護事業所の設備を利用した夜間及び深夜の

認知症対応型通所介護以外のサービス（宿泊サービス）を含む。）  

 

３．点検及び報告方法 

 

  点検及び報告の方法は以下のとおりとする。 

 

Ⅰ）都道府県における点検及び報告の方法 



①  都道府県は、指定権限を有する管内の介護保険施設等に対し、点検票１（事業者用）の

記入を依頼する（介護保険施設等への点検票１への記入依頼については、電子メールで

の依頼など最も簡便な方法を採れるものとする。Ⅱの市区町村において同じ。）。 

②  都道府県は、管内の市区町村に対し、点検票１及び点検票２（市区町村とりまとめ用）を

送付し、点検票２の記入を依頼する。 

③  都道府県は、市区町村から点検票２を回収した後、点検票３（都道府県とりまとめ用）に

管内の全ての事業者の状況をとりまとめ、厚生労働省に提出する。 

 

Ⅱ）市区町村における点検及び報告方法 

①  都道府県から点検票２の記入を依頼された市区町村は、指定権限を有する管内の介護

保険施設等に対し、点検票１の記入を依頼する（介護保険施設等への点検票１への記入

依頼については、各自治体において電子メールでの依頼など最も簡便な方法を採れるも

のとする。） 

②  市区町村は、点検票１が管内の介護保険施設等から提出された後、点検票２にとりまと

め、都道府県に提出する。 

 

※ 本点検については、全ての介護保険施設等が非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実

施が行われることを目的に、実施していただくものであり、非常災害対策計画の策定及び避難

訓練の実施の箇所数を把握するのみならず、こうした取組について未実施又は不十分である

と判断した介護保険施設等に対しては、当該取組を実施するに当たり必要な指導・助言を行っ

ていただくこと。 

 

４．回答期限 

  

 都道府県より厚生労働省老健局高齢者支援課へ点検票３の電子媒体を平成 29年３月 15日

（水）までにご提出ください。 

 

【照会先】 

厚生労働省老健局 

（２．の①④⑤⑥の点検、点検全般、点検票３

の提出先について） 



高齢者支援課施設係 

電   話：03-5253-1111（内 3927、3928） 

 

（２．の⑦⑭の点検について） 

総務課認知症施策推進室認知症施策推進係 

電   話：03-5253-1111（内 3975） 

 

（２．の⑧⑩⑪の点検について） 

振興課基準第２係  

電   話：03-5253-1111（内 3987） 

 

（２．の②③⑨⑫⑬の点検について） 

老人保健課企画法令係  

電   話：03-5253-1111（内 3948、3949） 

 

 


